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こ
の
条
約
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
文
化
財
の
大
量
破
壊
等
の
被
害
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
、
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
文

化
財
保
護
の
た
め
の
包
括
的
な
国
際
約
束
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
が
国
際
社
会
に
お
い
て
高
ま
っ
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
十
九
年
）
五
月
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
主
導
の
下

「
武
力
紛
争
の

、

際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
議
定
書
」
と
共
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
十
一
年
）
八
月
に
効
力

を
発
生
し
た
。
こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
四
十
箇
条
、
末
文
及
び
施
行
規
則
二
十
一
箇
条
か
ら
成
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
の
適
用
上

「
文
化
財
」
と
は
、
出
所
又
は
所
有
者
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

、

１

各
人
民
に
と
っ
て
そ
の
文
化
遺
産
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
動
産
又
は
不
動
産

２

１
の
動
産
の
文
化
財
を
保
存
し
、
又
は
展
示
す
る
こ
と
を
主
要
な
及
び
実
際
の
目
的
と
す
る
建
造
物

３

１
及
び
２
の
文
化
財
が
多
数
所
在
す
る
地
区
（
以
下
「
記
念
工
作
物
集
中
地
区
」
と
い
う

）
。
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二
、
締
約
国
は
、
適
当
と
認
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
自
国
の
領
域
内
に
所
在
す
る
文
化
財
を
武
力
紛
争
に
よ
る
予
見

可
能
な
影
響
か
ら
保
全
す
る
こ
と
に
つ
き
、
平
時
に
お
い
て
準
備
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

三
、
締
約
国
は
、
自
国
及
び
他
の
締
約
国
の
領
域
内
に
所
在
す
る
文
化
財
、
そ
の
隣
接
す
る
周
囲
並
び
に
当
該
文
化
財
の
保
護

の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
設
備
を
武
力
紛
争
の
際
に
当
該
文
化
財
を
破
壊
又
は
損
傷
の
危
険
に
さ
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
目

的
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
こ
と
並
び
に
当
該
文
化
財
に
対
す
る
敵
対
行
為
を
差
し
控
え
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
文
化
財
を
尊
重
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
文
化
財
を
尊
重
す
る
義
務
は
、
軍
事
上
の
必
要
に
基
づ
き
当

該
義
務
の
免
除
が
絶
対
的
に
要
請
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
免
除
さ
れ
得
る
。

四
、
文
化
財
に
は
、
そ
の
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
に
特
殊
標
章
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
武
力
紛
争
の
際
に
動
産
の
文
化
財
を
収
容
す
る
た
め
の
限
定
さ
れ
た
数
の
避
難
施
設
、
限
定
さ
れ
た
数
の
記
念
工
作
物
集

中
地
区
及
び
そ
の
他
の
特
に
重
要
な
不
動
産
の
文
化
財
は
、
こ
れ
ら
の
避
難
施
設
等
が
次
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、

特
別
の
保
護
の
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

１

大
規
模
な
工
業
の
中
心
地
又
は
攻
撃
を
受
け
や
す
い
地
点
と
な
っ
て
い
る
重
要
な
軍
事
目
標
か
ら
十
分
な
距
離
を
置
い

て
所
在
す
る
こ
と
。
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２

軍
事
的
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

六
、
特
別
の
保
護
は
、
文
化
財
を
「
特
別
の
保
護
の
下
に
あ
る
文
化
財
の
国
際
登
録
簿
」
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
文

化
財
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
。
締
約
国
は
、
国
際
登
録
簿
へ
の
登
録
の
時
か
ら
、
特
別
の
保
護
の
下
に
あ
る
文
化
財
に
対
す

る
敵
対
行
為
を
差
し
控
え
る
こ
と
及
び
当
該
文
化
財
又
は
そ
の
周
囲
の
軍
事
的
目
的
の
た
め
の
利
用
を
差
し
控
え
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
文
化
財
に
関
す
る
特
別
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

七
、
特
別
の
保
護
の
下
に
あ
る
文
化
財
は
、
武
力
紛
争
の
間
、
特
殊
標
章
に
よ
っ
て
表
示
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
条
約
の
施
行

規
則
に
定
め
る
国
際
的
な
管
理
の
下
に
置
か
れ
る
。

八
、
専
ら
文
化
財
の
移
動
を
行
う
輸
送
は
、
関
係
締
約
国
の
要
請
に
よ
り
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て

特
別
の
保
護
の
下
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
別
の
保
護
の
下
に
お
け
る
輸
送
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定

め
る
国
際
的
な
監
視
の
下
で
行
う
も
の
と
し
、
特
殊
標
章
を
表
示
す
る
。
締
約
国
は
、
当
該
輸
送
に
対
す
る
い
か
な
る
敵
対

行
為
も
差
し
控
え
る
。

、

、

、

、

九

締
約
国
は

特
に
武
力
紛
争
が
開
始
さ
れ
た
時
に

特
定
の
文
化
財
の
安
全
の
た
め
当
該
文
化
財
の
移
動
が
必
要
で
あ
り

か
つ
、
事
態
が
緊
急
で
あ
る
た
め
に
前
記
八
の
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
文
化
財
の
輸
送
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に
つ
い
て
、
特
殊
標
章
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
よ
う
命
じ
た
者
に
つ
い
て
、
国
籍
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
訴
追
し
、

及
び
刑
罰
又
は
懲
戒
罰
を
科
す
る
た
め
、
自
国
の
通
常
の
刑
事
管
轄
権
の
枠
組
み
の
中
で
、
必
要
な
す
べ
て
の
措
置
を
と
る

こ
と
を
約
束
す
る
。


